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「東日本大震災関連情報」について 

 

 

 
平成 23 年（2011 年）東日本大震災によりお亡くなりになられた方々に対し改めて衷心よりお悔やみを

申し上げますとともに、被害を受けられた被災者の皆様に対して心よりのお見舞いを申し上げます。 
 
金融庁では、以下を窓口として「東日本大震災関連情報」を提供しております。 

 
１．東日本大震災関連情報 金融面の対策に全力を挙げています！ 
 
金融庁では、ウェブサイト上に「東日本大震災関連情報」ページを開設し、以下の項目別に情報提供

をしております。 
 
（１）預金者の皆さまへ 
 

○預金通帳や印鑑を紛失した場合でも、本人であることが確認できる書類の提示により、金融機関は
預金の払戻しに応じています。 

○本人であることが確認できる書類を紛失してしまった場合についても、住所・氏名等をお伺いし、
登録内容との一致を確認したうえで払戻しを行うなど、柔軟な対応に努めています。 

○預金者本人の死亡時や行方不明時に、親・子ども・配偶者等の方から預金の払出しの求めがあった
場合には、必要な要件を満たすことを確認したうえで一定の金額の払出しに応じるなど、柔軟な対
応に努めています。 

○今般の震災で亡くなられた方や行方不明の方の預金について、ご遺族やご親族がどの銀行に口座が
あったか分からない場合には、全国銀行協会にご照会下さい。 

○他の地域に避難されている場合、お取引金融機関以外の店舗でも預金の払戻しを取り扱っている金
融機関があります。 

 
（２）お金を借りておられる皆さまへ 

 
  ○金融機関は、災害の影響を直接、間接に受けておられる方から、借入金の返済猶予等や、つなぎ資

金の供与等の申込みがあった場合には、できる限りこれに応じるよう努めています。 
○災害のために支払いができない手形・小切手の不渡処分（銀行等の取引停止処分等）は猶予されま
す。 

○融資の申込みに対しても、被災された方の実情を踏まえ、融資審査に際しての提出書類等を必要最
小限のものとするなど、弾力的・迅速な対応に努めています。 

 
（３）保険に加入されている皆さまへ 
 

○生命保険・損害保険各社は、保険金の簡易・迅速な支払いに努めています。 
○保険証券や本人であることが確認できる書類を紛失してしまった場合でも、それぞれの状況に応じ
た柔軟な対応を行っています。どの保険会社と契約していたか分からない場合については、保険協
会や保険会社にご照会ください。 

○被災された方については、申し出があれば、保険料の支払い等を猶予しています。 
 
（４）上場企業等の皆さまへ 

 
○震災に伴う有価証券報告書等の提出期限については、特例措置により、本年６月末までに提出すれ
ば済むこととされています。 

○さらに、３月決算企業などについては、本年９月末までに提出すれば済む特例を設ける予定です。 
 
（５）金融機関の皆さまへ 
 

○震災による直接・間接の影響により、債務者の実態把握が困難な場合等を踏まえ、資産査定に係る
特例措置及び運用の明確化を行っています。 

○また、被災された金融機関が期限どおりに必要な報告書類を当局に提出できない場合、弾力的に対
応することとしています。 

○また、貸金業者から借入れを行おうとする被災者の方が、法令に定める手続き等が問題となって、
資金を借りられないという不都合が生じないよう、貸金業法施行規則の一部の改正を行いました。 

 

http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/deposit.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/20110325-1a.html#44
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/debt.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/insurance.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/houjin.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/kinyu.html
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（６）金融機関等の相談窓口一覧 
（７）プレスリリース一覧 
（８）関連リンク 
                                                    

その他、当ページでは、金融機関等の対応状況として、被災地域の金融機関の状況、金融庁及び財務
局の震災対応に関する諸施策並びに金融業界の対応についての情報をご覧になることができます。当該
情報は、日々更新しています。 
 

※ 詳しくは、金融庁のウェブサイトのトップページから「被災された皆さまへ金融庁からの重要な情報
です」にアクセスして下さい。 

 
 
２．東日本大震災関連情報 金融庁携帯サイトについて 
 
金融庁では、大震災関連情報を掲載した金融庁携帯サイトを開設しております。 
 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトのトップページから「金融庁携帯用サイト」及びQRコード（以下） 
からアクセスしてください。 

 
金融庁携帯用サイト 

 
 
３．金融庁（東日本大震災関連情報）ツイッターについて 
 
金融庁では、インターネット上のミニブログサービス「Twitter」で、東日本大震災関連の金融に関

する情報をできるだけ速やかに、できるだけ分かりやすく皆様に提供しております。 
 
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトのトップページから「金融庁（東日本大震災関連情報）の

Twitter」 にアクセスしてください。 
 

 
金融庁(東日本大震災関連情報）のTwitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/20110325-1.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/press.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/jokyo.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103.html
http://www.fsa.go.jp/m/quake/jishin.html
http://www.fsa.go.jp/m/quake/jishin.html
http://twitter.com/#!/fsa_JAPAN
http://twitter.com/#!/fsa_JAPAN
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改正「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する
法律」の成立・施行等について 

【特集】 

 

 
 
 
 

金融庁は、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」（以下「改正中小

企業金融円滑化法」）の期限を１年間延長するための改正法案を、本年１月25日、第177回国会（常会）

に提出し、同法は、３月31日に国会で可決・成立、同日に公布・施行されました。 

 

(注)中小企業金融円滑化法は、金融機関に対し、中小企業者や住宅ローンの借り手の申込みがあった場合

に、できる限り貸付条件の変更等を行う努力義務を課すこと等を内容とする。制定当時（21 年 12

月）、同法は、23年３月末をもって失効するものとされていた。 

 

これは、昨年12月14日に、決定・公表した「中小企業金融円滑化法の期限の延長等」を踏まえたもの

であり、その中で、中小企業金融円滑化法については、同法施行後の経済金融情勢や金融機関の金融円滑

化に向けた取組状況等に鑑み、 

1.中小企業金融円滑化法の期限を１年間延長する。 

2.金融機関のコンサルティング機能の発揮に注力するよう促すための、監督指針の改定等を行う。 

3.開示・報告資料については、大幅に簡素化する。 

こととしておりました。 

 

その後、中小企業金融円滑化法は、東日本大震災が発生したことから、果たす役割が大きくなっており

ます。同震災の影響を直接・間接に受けている方々も含め、全国の中小企業や住宅ローンの借り手の方々

におかれては、同法を積極的に活用していただき、経営改善・事業再生等や生活の安定につなげていただ

きたいと考えております。 

 金融庁としても、東日本大震災の影響にも配慮しつつ、検査・監督等を通じ、中小企業金融円滑化法の

適切な運用に努めることで、中小企業の資金繰りに万全を期すとともに、同法の期限到来後も、金融機関

による適切な金融仲介機能が発揮されるような環境づくりを目指します。 

なお、金融庁は、中小企業金融円滑化法の期限の延長等について、幅広く周知するため、パンフレット

を作成していますので、御参照下さい（併せて、同パンフレットには、震災発生後、金融庁・財務局が、

被災した中小企業等のため講じた措置についても、記載しています。）。 

 

【資料】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、改正中小企業金融円滑化法の公布・施行に併せて、開示・報告様式を簡素化するための内閣府令

が３月31日に公布・施行されています。 

さらに、金融機関のコンサルティング機能の発揮を促すための改定監督指針（案）が３月 31 日に公表

され、パブリックコメント手続きを経た上で、４月４日から適用されています。 

 

金融機関は、引き続き、中小企業や住宅ローンの借り手の申

込みに対し、できる限り、条件変更等を行うよう努めます。 

東日本大震災の影響を直接・間接に受けられた方々におかれ

ましても、中小企業金融円滑化法をご活用下さい。 

 

 

金融機関には、 
①取引先の経営課題の把握、分析 

②経営課題の解決策の提案、経営再建計画の策定支援 
③解決策の実行、継続的なモニタリング、経営相談等 

といった、「コンサルティング機能」を発揮して、 

中小企業の経営支援を行うよう求めています。 
 
 
 

 
 
 

 

【東日本大震災への対応】 

同震災の影響を直接・間接に受けておられる方々のお問合せ先として

金融庁・財務局に専用相談窓口等を設置しております。詳細は裏面をご参

照下さい。 

中中小小企企業業金金融融円円滑滑化化法法がが、、  

平平成成 2244 年年３３月月 3311 日日ままでで延延長長さされれままししたた！！  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

金融庁金融庁

 

中小企業が、条件変更等を行う際、経営再建計画等

がなくても、最長１年以内に計画等を策定できる見込

みがあれば、今後も不良債権となりません。 

また、東日本大震災の影響により、直ちに計画を策

定できない場合の特例も講じています。 

貸出条件緩和債権（不良債権）について

金融機関による 
コンサルティング機能の発揮について 

内容に関するお問合せ先：金融庁 03-3506-6000（代表）

http://www.fsa.go.jp/policy/chusho/enkatu/05.gif
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中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令
の一部を改正する内閣府令等、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るた
めの臨時措置に関する監督指針（コンサルティング機能の発揮にあたり 

金融機関が果たすべき具体的な役割）の公表について 

詳細は、次のトピックス「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令

の一部を改正する内閣府令等、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する監督指

針（コンサルティング機能の発揮にあたり金融機関が果たすべき具体的な役割）の公表について」をご覧

ください。 

 
※ 詳しくは、金融庁のウェブサイトの「報道発表資料」から「改正中小企業金融円滑化法の成

立・施行等について」（23年４月1日）、及び「談話等」から「金融担当大臣談話」（23年4月
1日）にアクセスして下さい。 

 

 
 

 

 

 

 

金融庁は、平成23年３月31日に「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する

法律」の期限が１年間延長されたことをふまえ、同日、開示・報告資料の簡素化を図るための「中小企業

者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」（以下、

改正内閣府令）等（注）を公布・施行し、また、同法に基づく金融監督に関する指針（コンサルティング

機能の発揮にあたり金融機関が果たすべき具体的な役割）（以下、「円滑化指針」という）を策定しました。 

改正内閣府令等と円滑化指針の概要については、以下のとおりです。 

  

【改正内閣府令等及び円滑化指針の主な内容】 

 

１．改正内閣府令等について 

監督上の必要性を考慮しつつも、金融機関の事務負担をできる限り軽減する観点から、以下の３点を

はじめとする各開示・報告項目の削除・簡素化等を行いました。 

（１）中小企業者から貸付条件の変更等の申込みを受けた貸付債権について、債務者が中小企業者であ

って、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合における、貸付条件の変更等

の実施状況に係る開示・報告を削除 

（２）中小企業者から貸付条件の変更等の申込みを受けた貸付債権について、「信用保証協会が条件変

更対応保証を応諾する旨の判断を示した」場合の貸付債権の貸付条件の変更等の対応状況に係る

開示・報告を削除 

（３）債務者が貸付条件の変更等の申込みを取下げた事案、及び金融機関が貸付条件の変更等の申込み

を謝絶した場合に、案件毎にその理由を 200 字程度で詳細に報告するよう金融機関から求めてい

たが、これを止め、選択方式の報告へと簡素化 

 

２．円滑化指針について  

（１）コンサルティング機能の発揮の意義 

円滑化指針の策定にあたっての基本的な考え方、当該指針の位置付け等を整理  

（２）コンサルティング機能の発揮に際し金融機関が果たすべき役割 

債務者の経営課題の把握・分析からソリューションの提案・実行後のモニタリングまで、金融機

関が果たすべき具体的な役割を整理 

（３）主な着眼点 

金融機関におけるコンサルティング機能の発揮状況や、コンサルティング機能を発揮するための

態勢整備の状況等を検証するための着眼点を整理 

（４）監督手法・対応 

金融機関におけるコンサルティング機能を発揮するための対応状況等について、各種ヒアリング

等を通じて確認すること、必要に応じた行政対応を行うこと等を整理 

 

 

http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110401-1.html
http://www.fsa.go.jp/common/conference/danwa/20110401-1.html
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また、改正内閣府令等は、銀行においては本年６月末時点の開示・報告から、銀行以外の金融機関に

おいては本年９月末時点の開示・報告から、それぞれ適用されます。また、円滑化指針は、平成 23 年４

月４日より適用されております。  

 

（注）改正内閣府令と同時に、「労働金庫および労働金庫連合会に係る中小企業者等に対する金融の円滑

化を図るための臨時措置に関する命令の一部を改正する命令」および「農水産業協同組合に係る中

小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令の一部を改正する命令」も公

布・施行されています。 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「中小企業者等に対する金融の円滑化を図る

ための臨時措置に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令等、中小企業者等に対する金融の円滑化

を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針（コンサルティング機能の発揮に

あたり金融機関が果たすべき具体的な役割）の公表について」（平成23年３月31 日）、及び「中小企

業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針（コ

ンサルティング機能の発揮にあたり金融機関が果たすべき具体的な役割）」の公表について（平成 23

年４月４日）にアクセスしてください。 

 

 

【トピックス】 

 
「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」、｢主要行等向けの 

総合的な監督指針｣及び｢中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針｣ 

の一部改正について 

 
金融庁では、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」・「主要行等向けの総合的な監督指針」

及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正について、平成23年１月26日から平成

23年２月25日にかけて広く意見の募集を行い、平成23年３月18日にパブリックコメントの結果を公表

し、監督指針の一部改正を行いました。 

改正の概要は以下のとおりです。 

 

１．「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」改正の概要 

 

（１）平成 22 年金融商品取引法改正により、金融商品取引業者グループに対する連結規制・監督の枠組

みが導入されたことを踏まえた改正 

金融商品取引業者グループ全体の健全性の状況等を踏まえた適切な行政対応が実施できるよう、以

下の留意事項等を追加しました。 

a.「 終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該 終指定親会社及びその子法人

等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件」を適用して

連結自己資本規制比率を算出する場合の留意点 

b.連結自己資本規制比率の状況に応じて行政処分を行う場合の留意点 

c.外国グループ日本拠点に対するグループ各社からの流動性の供給状況の把握等に関する留意点 

 

（２）「デリバティブ取引に対する不招請勧誘規制等のあり方」（平成22年9月13日金融庁公表）を踏ま

えた改正 

デリバティブ取引に係る販売勧誘ルールを強化するため、自主規制の策定が求められた以下の項目

について、各業者において、自主規制を踏まえた適切な対応が行われているかを監督上の着眼点とし

て追加しました。 

http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110331-7.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110404-1.html


- 7 - 

中小企業向け為替デリバティブ取引状況(米ドル/円)に関する 
調査の結果について(速報値) 

a.デリバティブ取引を行う際の注意喚起文書の配布 

b.店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債・投資信託について、投資者へ販売する商品としての

適合性（合理的根拠適合性）の事前検証及び勧誘開始基準の策定 

 

（３）その他 

a.外国投資信託を国内から直接設定・指図する運用業に係る留意点 

b.勤労者財産形成促進法に基づく累積投資に係る払込金の取扱い 

c.警告を行った類似商号使用者に対する対応 等 

 

２．「主要行等向けの総合的な監督指針」、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」改正の概要 

仕組預金に関して、１(２)に準じた改正を行いました。 

 

３．実施期日等 

改正された監督指針のうち、金融商業者等向けの総合的な監督指針における１(３)（ｃ）の改正につ

いては平成23年３月18日から、その他については平成23年４月１日から適用しています。 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指

針」、「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一

部改正（案）に対するパブリックコメントの結果等について（平成23年３月18 日）にアクセスして

下さい。 

 

 

 

 
 

金融庁では、平成16年度以降に販売された中小企業向け為替デリバティブ取引契約（米ドル/円）に関

して、銀行（121 行）に対し、平成22年９月 30 日時点における取引契約の状況の聞取り調査を行い、そ

の結果（速報値）を、3月11日(金)に公表しました。 

主な聞き取り調査結果の概要については、以下のとおりです。 

 
１．16 年度以降の全販売契約数、及び 22 年 9 月末現在の残存契約数 

 
・ 販売契約数をみると、16～19 年度までは毎年度約 12,000 件前後で推移し、合計では約６万強の契

約が販売されていました。いわゆるリーマンショックが発生した 20 年度以降、販売契約数は大幅

に減少しています。その結果、16 年度以降の販売契約総数のうち、16～19 年度に販売されたもの

が全体の約８割に上っています。 

・ 年度別の残存契約数（22年９月30日現在）をみると、16年度以降の残存契約合計約４万契約のう

ち、16～19 年度に販売されたものが約８割となっています。ただし、16～17 年度に販売された契

約は概ね半減している一方で、18～19 年度に販売された契約は約７～８割が残存しているため、

残存契約ベースでみると、18～19年度に販売されたものの比率が高くなっています(約５割)。 

・ 22年９月末現在で契約を保有する企業数は、約１万９千社です。 

 

２．22 年 1 月以降に銀行へ寄せられた苦情件数（契約年度別） 
 
・ リーマンショックが平成20 年 9月に発生しているところ、16～19 年度までに販売された契約の苦

情件数が全体の約９割を占めています。 

・ このうち、契約残存数が多い18～19年度の販売分が全体の６割以上を占めています。 

・ 銀行へ苦情を寄せた企業数は約300社です。 

 
 

http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110318-1.html
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CPSS・IOSCOによる市中協議報告書「金融市場インフラのための原則」 
の公表について 

３．損益状況 
 
・ 主要行等が中小企業に対して販売した契約のうち、集計可能なもの（主要行等の残存契約数の９割

弱相当）を合算すれば以下のとおりです。 

 

（注）輸入業者（代金を外貨で支払う者）の場合の典型的な為替デリバティブ契約では、円安になれば

利益が、円高になれば損失が発生することとなります。このため、契約全体の損益状況をみるた

めには、現下の損益状況だけではなく、過去における損益を通算する必要があると考えられます。 

 
 

１ 通算利益の合計  約 3,700 億円 

２ 通算損失の合計  約▲5,100 億円 

差引（１－２）  約▲1,400 億円 

  1 契約当たり 約▲600 万円（残存契約数 約 25 千件） 

（注）「中小企業」とは、中小企業基本法第２条に定めるもので、例えば、資本金が３億円以下の会社並び

に常時使用する従業員の数が 300 人以下の会社であって、製造業に属する事業を主たる事業として営

むものなどが該当します。 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から、「中小企業向け為替デリバティブ取引状況

（米ドル/円）に関する調査の結果について（速報値）」(平成 23 年 3 月 11 日)にアクセスしてくださ

い。 
 

 
 
 

 

 

 

【原則策定の経緯・概要】 

支払決済システム委員会（CPSS）と証券監督者国際機構（IOSCO）専門委員会は、先般の世界的な金融

危機の教訓や、CPSS 及び CPSS・IOSCO が策定した既存の資金決済システム、証券決済システム、清算機

関に関する国際基準（「システミックな影響の大きい資金決済システムに関するコア・プリンシプル」

（CPSS 2001 年公表）、「証券決済システムのための勧告」（CPSS・IOSCO 2001 年公表）、「清算機関のた

めの勧告」（CPSS・IOSCO 2004 年公表））のこれまでの運用経験を踏まえ、決済システムの頑健性向上の

観点から、昨年２月より、これら国際基準の包括的な見直しを実施してきました（我が国からは、当庁及

び日本銀行がメンバーとして作業に参加）。 

こうした作業を経て、世界の金融市場を支えるために不可欠なインフラを更に頑健なものとし、それに

よって金融危機への耐性を高めることを目的として上記３つの国際基準を１つにまとめた「金融市場イン

フラのための原則」（以下「原則」）が策定され、その市中協議が2011年３月10日から開始されました。 

本原則（以下の図のとおり、９つの観点から 24 の原則で構成）は、システミックな影響の大きい全ての

資金決済システム、証券集中振替機関・証券決済システム・清算機関および取引情報蓄積機関（以下、

「金融市場インフラ」と総称）に適用されることが意図されています。また、参加者の破綻に備えるため

のリスク管理策を中心に、金融市場インフラの充足すべき水準が多面的に引き上げられるとともに、参加

者の破綻以外のビジネスリスクへの備えや、参加形態の階層化への対応に関する基準が新設されるなど、

決済システムの頑健性向上の観点から基準が強化されています。 

 

【今後の予定】 

市中協議期間は、公表から約 4 か月となっており、2011 年 7 月 29 日がコメントの提出期限となって

います。CPSS と IOSCO では、コメントの内容を確認した後、必要な修正を行い、2012 年初頭までに

終報告書を公表する予定となっています。また、CPSS と IOSCO は、各国の関係当局に対し、2012 年末ま

http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110311-2.html
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内部統制基準・実施基準の改訂、内閣統制府令・同ガイドライン 
の改正等について 

でに、原則を各国それぞれの制度に反映させ、可及的速やかに運用するよう努めることを提案しています。

金融市場インフラは、原則を遵守するために適切で迅速な行動を取ることが期待されています。 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「CPSS・IOSCO による市中協議報告書「金融

市場インフラのための原則」の公表について」（平成23年3月10日）にアクセスして下さい。 

 

 

「金融市場インフラのための原則」の概要

組織一般

信用リスク管理と
資金流動性リスク管理

決済

ビジネスリスク管理と
オペレーショナルリスク管理

効率性

透明性

証券集中振替機関と
価値交換型決済システム

破綻対応

アクセス

原則１ 法的基盤
原則２ ガバナンス
原則３ 包括的リスク管理制度

原則４ 信用リスク
原則５ 担保
原則６ 証拠金
原則７ 資金流動性リスク

原則８ 決済のファイナリティ
原則９ 資金決済
原則１０ 現物の受渡し

原則１３ 参加者破綻対応の規則・手続
原則１４ 分別管理・勘定移管

原則２３ 規則・主要手続の開示
原則２４ 市場データの開示

原則２１ 効率性・実効性
原則２２ 通信手順・標準

原則１８ アクセス・参加要件
原則１９ 階層的参加形態
原則２０ FMI 間リンク

原則１５ ビジネスリスク
原則１６ 保管・投資リスク
原則１７ オペレーショナルリスク

原則１１ 証券集中振替機関
原則１２ 価値交換型決済システム

 
 

 

       

 

１．はじめに 

  平成20年４月１日以後開始する事業年度から適用されている内部統制報告制度については、制度導入

後２年が経過し、企業会計審議会（会長 安藤英義 専修大学教授）が策定した内部統制の基準・実施

基準の更なる簡素化・明確化等のための改訂が行われるなど、内部統制報告制度の運用の見直しが図ら

れました。 

      本制度については、当制度適用直前の平成20年３月に公表した内部統制報告制度の円滑な実施に向け

た対応において、制度導入後、適時にレビューを行い、その結果を踏まえて、必要に応じ、内部統制基

準・実施基準の見直しや更なる明確化等を検討することとされていました。さらに、平成22年６月に閣

議決定された「新成長戦略」においても、中堅・中小上場企業に係る内部統制報告制度等の見直しが、

具体的な実施事項として記載されました。  

企業会計審議会では、平成22年５月から、内部統制部会において検討を開始し、実際に制度を実施し

た上場企業等から、その経験を踏まえた内部統制基準・実施基準等の更なる簡素化・明確化等を求める

要望・意見等を聴取・分析するとともに、様々な工夫を行うことにより、内部統制の有効性を保ちつつ

http://www.fsa.go.jp/inter/ios/20110310.html
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も、効率的に内部統制の評価等を行っている事例等を検証しました。同審議会は、平成22年12月に内部

統制基準・実施基準の改訂案を公表し、広く意見を求め、寄せられた意見等も踏まえ、平成23年３月30

日に意見書をとりまとめました。併せて、「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するた

めの体制に関する内閣府令」（以下「内部統制府令」といいます。）の一部を改正する内閣府令が公布等

され、平成23年３月31日には、金融庁が改訂「内部統制報告制度に関するＱ＆Ａ」及び「内部統制報告

制度に関する事例集」を公表しました。  

    

２．内部統制基準・実施基準の改訂の概要  

   今般の内部統制報告制度の見直しの主な内容は、（１）企業の創意工夫を活かした監査人の対応の確

保、（２）内部統制報告制度の効率的な運用手法を確立するための見直し、（３）「重要な欠陥」の用語

の見直し、（４）中堅・中小上場企業向けの効率的な内部統制報告実務の「事例集」の作成の４項目で

す。（１）～（３）は、改訂内部統制基準・実施基準に関わるものであり、主な内容は以下のとおりで

す。 

 （１）企業の創意工夫を活かした監査人の対応の確保 

    a.経営者が創意工夫した内部統制の評価方法・手続等について、監査人の理解・尊重  

     内部統制報告制度においては、内部統制をどのように整備し、運用するかは、個々の企業等が 

置かれた環境や事業の特性、規模等によって異なることから、経営者には、それぞれの企業の状況

等に応じて、内部統制の機能と役割が効果的に達成されるよう、自ら適切に創意工夫を行っていく

ことが期待されています。 

     しかしながら、実態としては、監査人に企業独自の内部統制の手法を尊重してもらえない、と 

いった意見が企業側から寄せられたところです。こうしたことから、監査人は、経営者の内部統 

制の評価の方法等を適切に理解・尊重した上で内部統制監査を実施する必要があることを明記しま

した。      

    

b.中堅・中小上場企業に対する監査人の適切な「指導的機能」の発揮 

事業規模が小規模で、比較的簡素な組織構造を有している組織等の場合には、当該組織等の内部

統制の構築や評価における経営資源配分上の制約から、監査人に対して効率的な内部統制対応に係

る相談等を行うことがあります。このような相談等に対しては、特に効果的かつ効率的な内部統制

の構築や評価を行うとの観点から、適切な指摘を行うなどいわゆる指導的機能の適切な発揮に留意

することとしました。 

       

（２）部統制の効率的な運用手法を確立するための見直し 

財務諸表作成者、監査人その他の関係者にとって過度のコスト負担をかけることなく、内部統制を

整備することを目指してきており、効果的かつ効率的な運用手法を確立するため、以下の見直しを行い

ました。 

a．企業において可能となる簡素化・明確化  

イ.全社的な内部統制の評価範囲の明確化 

ロ.全社的な内部統制の評価方法の簡素化 

ハ.業務プロセスに係る内部統制の整備状況及び運用状況の評価範囲の更なる絞り込み 

二.業務プロセスに係る内部統制の評価手続の簡素化・明確化 

ホ.サンプリングの合理化・簡素化 

へ.持分法適用となる関連会社に係る評価・監査方法の明確化 

ト.ＩＴに係る全般統制及び業務処理統制の評価手続の簡素化・明確化 

 

b．「重要な欠陥」（改訂後は「開示すべき重要な不備」。以下同じ）の判断基準等の明確化 

イ.「重要な欠陥」の判断基準の明確化 

ロ.Ｍ＆Ａ等により、新たにグループ会社に加わった会社等に対する内部統制の評価・監査の方

法等の明確化 

 

c．中堅・中小上場企業に対する簡素化・明確化 

イ．業務プロセスの評価手続の合理化 

ロ．代替手続の容認 
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ハ．評価手続等に係る記録及び保存の簡素化・明確化 

 

（３）「重要な欠陥」の用語の見直し 

「重要な欠陥」とは、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高い内部統制の不備をいうとされてい

ます。この「重要な欠陥」の用語については、制度上、基準上の用語として既に定着しているとの指摘

もある一方で、企業自体に「欠陥」があるとの誤解を招くおそれがあるとの指摘があり、「開示すべき

重要な不備」と見直すこととしました。  

   

３．内部統制府令・同ガイドラインの改正 

内部統制府令等においては、今般の内部統制基準・実施基準の改訂内容と合わせた改正が行われまし

た。また、内部統制府令ガイドラインにおいては、訂正内部統制報告書には内部統制監査は求められて

いないこと、内部統制報告書の「代表者の役職氏名」及び「 高財務責任者の氏名」については、内部

統制報告書提出日現在のものを記載することを明確化しました。  

 

４．内部統制報告制度に関するＱ＆Ａの改訂、内部統制報告制度に関する事例集の作成 

 （１）内部統制報告制度に関するＱ＆Ａの改訂 

   内部統制報告制度に関するＱ＆Ａについては、これまで累次にわたり、Ｑ＆Ａの追加等を行ってき

ましたが、今般の内部統制基準・実施基準の改訂に併せ、一部のＱ＆Ａの改訂・追加を行いました。 

     

（２）効率的な内部統制報告実務に向けての「事例集」の作成 

内部統制報告制度において、内部統制の構築・評価・監査にあたっては、企業の状況等に応じた

工夫を行い、内部統制の有効性は保ちつつも、当該企業の実態にあった、効率的な内部統制が整備・

運用されることを目指しています。 

ただし、事業規模が小規模で、比較的簡素な組織構造を有している組織等の場合には、当該組織等

の内部統制の構築や評価における経営資源配分上の制約から、必ずしも効率的な内部統制報告実務を

行えない場合が想定されます。したがって、関係者において、制度導入後２年間にわたり、基準・実

施基準に基づいて内部統制報告制度が実施されてきた中で、事業規模が小規模で、比較的簡素な構造

を有している組織等が、資源の制約等がある中で、様々な工夫を行ったことにより、内部統制の有効

性を保ちつつも、効率的に内部統制の評価等を行っている事例を集めた事例集を金融庁において作成

し、実務の参考に供することとしました。  

    

５．適用時期 

改訂基準及び改訂実施基準並びに改正内部統制府令及び同ガイドラインは、平成２３年４月１日以後

開始する事業年度における財務報告に係る内部統制の評価及び監査から適用することになっています。 

 

※ 詳しくは、金融庁のウェブサイトの「報道発表資料」から 

○「『財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を

改正する内閣府令（案）』等に対するパブリックコメントの結果等について（平成23年３月29

日） 

○ 「『財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査

に関する実施基準の改訂に関する意見書』の公表について」(平成23年３月30日) 

○「『内部統制報告制度に関する事例集』の公表について」（平成23年３月31日） 

○「『内部統制報告制度に関するＱ＆Ａ』の改訂について」（平成23年３月31日） 

 

にアクセスしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110329-6.html
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/tosin/20110330.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110331-10.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110331-11.html
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平成23年度証券検査基本方針及び証券検査基本計画について 

 

証券取引等監視委員会（以下「証券監視委」）は、証券検査を計画的に管理・実施するため、毎年度、

証券検査基本方針（以下「基本方針」）及び証券検査基本計画（以下「基本計画」）を定めています。平

成23年度は、４月８日に基本方針及び基本計画を策定・公表しました。  

本年度の基本方針の主な内容は、以下のとおりです。  

近年、証券検査は、累次の制度改正に伴う対象業者の拡大・増加、金融商品・取引のイノベーション、

クロスボーダー取引や市場参加者の国際的活動の日常化、世界的な金融危機の経験、ITシステムの金融商

品取引への浸透、無登録業者等による被害の社会問題化、東日本大震災による影響といった大きな環境変

化に直面しています。  

こうした環境変化に対応し、効率的かつ効果的な検査を実施する観点から、以下の取組みを実施するこ

ととしています。 

 

１.リスクに基づいた検査 

２.実効性のある検査の実施（予告検査の実施、内部管理態勢・リスク管理態勢の適切性の検証、双方向

の対話の充実） 

３.関係部局等（監督・検査・開示業務担当部局、自主規制機関、外国当局、捜査当局等）との連携強化  

４.検査マニュアルの見直し 

 

また、重点検証分野として、以下の項目を挙げています。 

 

１.ゲートキーパーとしての機能発揮に係る検証（市場仲介機能（顧客管理、売買管理、引受審査等）、

法人関係情報の管理、公正な価格形成を阻害するおそれのある行為） 

２.内部管理態勢等に係る検証（大規模かつ複雑な業務をグループ一体として行う証券会社グループの内

部管理態勢・リスク管理態勢、システムリスク管理態勢） 

３.投資者保護等の観点からの検証（投資勧誘の状況（投資信託や店頭デリバティブ取引等に係るリスク

等の説明状況等）、投資運用業者等の業務の適切性、ファンド業者の法令遵守状況、投資助言・代理

業者の法令遵守状況、無登録業者等に対する対応（裁判所への緊急差止命令の申立て及びそのための

調査）） 

４.その他（自主規制機関の機能発揮、信用格付業者の業務管理態勢、災害の発生等に乗じた不適切な取

引や違法行為への対応） 

 

本年度の基本計画の主な内容は、以下のとおりです。 

 

第一種金融商品取引業者（登録金融機関を含む。）、投資運用

業者及び信用格付業者 

随時実施（注） 

第二種金融商品取引業者、投資助言・代理業者、適格機関投

資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者等 

随時実施 

 

自主規制機関 必要に応じて実施 

無登録業者等 随時実施 

 

（注）例年は検査計画数を示していますが、今年度については、東日本大震災等の影響により、現時点で

は、検査計画数を示すことは困難です。 

 
証券監視委としては、本基本方針及び基本計画に則して証券検査を実施することにより、引き続き、市

場の公正性・透明性の確保及び投資者の保護に努めます。 
 

※ 詳しくは、証券監視委ウェブサイトから「平成23年度証券検査基本方針及び証券検査基本計画につい

て」（平成23年４月８日）」にアクセスしてください。 

 

http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2011/2011/20110408-1.htm
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【お知らせ】 

○KAN-FULL BLOGの活用について 

昨年 11 月に官邸の情報発信の一環として、官邸ブログ KAN-FULL BLOG を開設し、菅総理直筆のコー
ナーや菅総理御出演の動画の配信等、立体的な情報発信を進めているところです。 

  金融庁におきましても、金融庁ホームページ及び金融研究センター・証券取引等監視委員会・公認会
計士監査・審査会のホームページに以下のバナーを設置しています。 

 

 

 

なお、KAN-FULL BLOGの更新情報などを、「KAN-FULL BLOGのお知らせ」として、配信するメール（更

新通知メール配信登録）をご希望の方は、以下のＵＲＬよりお願いします。 

 

●KAN-FULL BLOG  http://kanfullblog.kantei.go.jp/ 

●読者登録（更新通知メール配信登録） http://www.mmz.kantei.go.jp/jp/blog/kan/index.html 

 

○「e-Gov電子申請システム」ご利用について 
 
国民の利便性・サービス向上の取組みとして、金融庁が所管する申請・届出についても、「e-Gov電

子申請システム」の利用により、電子申請・届出をすることができますので、みなさまの積極的なご利
用をお願いします。 
本システムで手続きが可能な申請・届出等については「申請・届出などの手続案内」の「法令一覧

による検索」をご確認ください。 
なお、本システムのご利用にあたりましては、「e-Gov電子申請システム利用規約」に同意していた

だく必要があります。 
 
 
○「e-Gov電子申請システム」利用のメリット 

 
いつでも 
・ 時間にとらわれず夜間や休日でも24時間手続きができます。 

(注) 本システムの保守等が必要な場合は、システムの運用停止等を行うことがあります。 
 
どこでも 
・ 自宅や職場、遠隔地からでも、インターネット経由で手続きができます。 
（注）添付書類のうち、公的機関証明書等、原本を提出する必要のあるもの等については、別に郵送

等で提出していただくことになります。 
 
 
※「e-Gov 電子申請システム」の使い方について、詳しくは e-Gov トップページの「電子申請とは」を

ご確認ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kanfullblog.kantei.go.jp/
http://www.mmz.kantei.go.jp/jp/blog/kan/index.html
http://shinsei.e-gov.go.jp/menu/
http://www.fsa.go.jp/common/shinsei/index.html
http://shinsei.e-gov.go.jp/225/annai/contents/hourei.html
http://shinsei.e-gov.go.jp/menu/notice/agreement.html
http://www.e-gov.go.jp/index.html
http://www.e-gov.go.jp/shinsei/index.html
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○ その「もうけ話」、大丈夫ですか？  

詐欺的な投資勧誘にご注意ください！ 
 

「未公開株」や「ファンド」取引に関する詐欺的な投資勧誘が多発しています。 

くれぐれもご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際に投資を行うかどうかの判断は、取引内容を十分に理解した上で行うことが重要です。 

少しでも不審に思った場合には、取引を見合わせることを含めて、慎重に対応することをお勧めし 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

不審な勧誘を受けた場合などには、金融庁金融サービス利用者相談室に情報をご提供ください。 

 

○ 金融庁金融サービス利用者相談室（受付時間：平日１０時００分～１６時００分） 

電話（ナビダイヤル）：０５７０－０１６８１１ 

※ＩＰ電話・ＰＨＳからは、０３－５２５１－６８１１におかけください。 

ＦＡＸ：０３－３５０６－６６９９ 

 

※詳細はこちらにアクセスしてください。 

・ 投資勧誘等にご注意ください！（金融庁ウェブサイト） 

・ 免許・許可・登録等を受けている業者一覧（金融庁ウェブサイト） 

 

 

 

 

 

 

 

 

「未公開株」や「私募債」の取引に関するご注意  

● 一般的に、幅広い投資家に「未公開株」や「私募債」の取引の勧誘が行われることは、考え

られません。 

⇒ こうした取引の勧誘を行うことは、法律違反の可能性がありますので、絶対に 

関らないようにしてください。 

◎ 金融庁ウェブサイトでは、よりくわしい情報や、勧誘を行う業者が金融庁（財務局） 
  の登録を受けているかを確認できます。 
◎ なお、金融庁（財務局）の登録を受けている業者であっても、 

・その信用力などが保障されているものではありません。 
・「元本保証」「絶対に儲かる」などと説明して勧誘することは、禁じられています。 

「ファンド（組合など）」取引に関するご注意  

● 法律上、幅広い投資家に対して、組合などファンドへの出資の勧誘を行えるのは、 
  金融庁（財務局）の登録を受けた業者に限られます。 
  ⇒ これ以外の者が勧誘を行うことは、法律違反の可能性がありますので、絶対に関 

らないようにしてください。 

http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/attention.html
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html
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○皆様からの情報提供が市場を守ります！ 
 

証券取引等監視委員会は、市場分析審査、証券検査、課徴金調査、開示検査及び犯則事件の調査を通

じて、市場の公正性・透明性を確保し、投資者を保護することを使命としています。 

当委員会では、こうした調査や検査などの参考として有効に活用するため、広く一般の皆様から、市

場において不正が疑われる下記のような情報を、電話や郵送、FAX、インターネット等により受け付け

ており、平成21年度には、7,118件と多数の情報をお寄せいただきました。 

 

＜個別銘柄に関する情報＞ 

・ 相場操縦（見せ玉や空売りによるものなど) 

・ インサイダー取引（会社関係者による重要事実公表前の売り抜けなど) 

・ 風説の流布（ネット掲示板の書込みやメールマガジンによるデマ情報など) 

・ 疑わしいディスクロージャー（有価証券報告書や適時開示など) 

・ 疑わしいファイナンス（架空増資や疑わしい割当先など） 

・ 上場会社の内部統制の問題                         ・・・ など 

 

＜金融商品取引業者等に関する情報＞ 

・ 証券会社や外国為替証拠金取引（ＦＸ）業者、運用業者、投資助言・代理業者などによる不正行

為（リスク説明の不足、システム上の問題など） 

・ 経営管理態勢や財務内容に関する問題（リスク管理、分別管理、自己資本規制比率の算定など） 

など 

 

＜その他の情報＞ 

・ 疑わしい金融商品や疑わしいファンド（投資詐欺的な資金集めなど）、無登録業者に関する情報 

・ 市場の公正性を害するような市場参加者（いわゆる仕手グループなど)に関する情報・・・ など 

 

以上のような情報につきましては、是非、当委員会までご提供をお願いします。なお、株式に限らず、

デリバティブや債券等に関する情報についても幅広く受け付けています（個別のトラブル処理・調査等

の依頼には対応していませんので、ご了承ください）。 

インターネットからの情報のご提供は、証券取引等監視委員会ウェブサイトの情報受付窓口からお願

いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆ 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 
 
〒１００－８９２２東京都千代田区霞が関３－２－１中央合同庁舎第７号館 
 
直 通：０３－３５８１－９９０９（情報受付窓口直通） 
ＦＡＸ：０３－５２５１－２１３６ 
https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/ 

 

一般からの情報提供を求めるポスター

http://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm
https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/
https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/
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〇新着情報メール配信サービス（日本語版・英語版）へのご登録のご案内 
  金融庁ウェブサイトでは、新着情報メール配信サービス（日本語版・英語版）を行っています。皆

様のメールアドレスをあらかじめ登録していただきますと、日本語版の場合、毎月発行される「アクセ

スFSA」や日々発表される各種報道発表など、新着情報を１日１回、電子メールでご案内します。 

  また、英語版でも金融庁英語版ウェブサイトの新着情報や「FSA Newsletter」など、新着情報を１日

１回、電子メールでご案内します。 

 

※ 日本語版の登録をご希望の方は、「新着情報メール配信サービス」に、英語版の登録はSubscribing 

to E-mail Information Service にアクセスしてください。 

 

○証券取引等監視委員会ウェブサイトにてメールマガジン配信サービスへの

ご登録のご案内 

証券取引等監視委員会ウェブサイトでは、メールマガジン配信サービス(日本語版・英語版）を行っ

ています。皆様の電子メールアドレスをあらかじめ登録していただきますと、証券取引等監視委員会ウ

ェブサイトの新着情報や証券取引等監視委員会の問題意識等のメッセージを電子メールでご案内します。 

※ 日本語版の登録をご希望の方は、証券取引等監視委員会ウェブサイトの「メールマガジン配信サー

ビス」に、英語版の登録は「Subscribing to E-mail Information Service」 にアクセスしてくださ

い。 

○公認会計士・監査審査会ウェブサイトにて新着情報メール配信サービスへ

のご登録のご案内 

  公認会計士・監査審査会ウェブサイトでは、新着情報メール配信サービス(日本語版・英語版）を

行っています。皆様の電子メールアドレスをあらかじめ登録していただきますと、公認会計士・監査審

査会ウェブサイトの新着情報を電子メールでご案内します。 

 

※ 日本語版の登録をご希望の方は、公認会計士・監査審査会ウェブサイトの「新着情報メール

配信サービス」に、英語版の登録はSubscribing to E-mail Information Service にアクセス

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsa.go.jp/haishin/service_top.htm
http://www.fsa.go.jp/en/haishin/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/sesc/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/sesc/en/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/cpaaob/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/cpaaob/en/index.html


- 17 - 

【金融ここが聞きたい！】 
 

このコーナーは、大臣の記者会見における質疑応答などの中から、時々の旬な情報をセレクトしてお届

けするものです。 

さらにご覧になりたい方は、金融庁ウェブサイトの「記者会見」のコーナーにアクセスしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ. 今回の地震の被害について、現在、保険会社において現状の把握に努めているところでございまして、

したがって、亡くなられた方に心からお悔やみ申し上げると同時に、被害に遭われた方、災害に遭われ

た方に心からお見舞いを申し上げます。現段階では、具体的に保険金の支払額や保険会社の経営への影

響を申し上げることはできません。 

  いずれにいたしましても、生損保会社においては、当該地震に関連し被災した保険契約者に対して迅

速な支払いを行うなど、契約者保護の観点に立った対応が重要であり、金融庁としても、しっかり監督

をしてまいりたいというふうに思っております。 

今回の地震による被害については、現在、損保会社から被災地への損害調査のための職員を派遣する

など今回の地震による被害の状況について、生命保険会社も損害保険会社もその被害の把握に努めてい

るところでございます。したがって、現時点では具体的な保険金の支払い額を申し上げることはできま

せんが、各保険会社に関していえば、適切な準備金や資本金等を有してございまして、保険金の支払い

について、直ちに保険会社の経営に深刻な影響があるとは考えておりません。 

  一例挙げますと、阪神・淡路大震災における生命保険会社の支払金が8,396件でございまして、金額

にいたしまして483億円でございまして、生保会社46社でございますけれども、平成21年度の決算で

も純利益が9,423億円出ておりますので、そういった意味でも、経営に直ちに深刻な影響があるという

ふうには考えておりません。 

  それから、損保のことについては、地震・津波を原因とする被害については、火災保険での支払いは

免責とする一方、火災保険に附帯される地震保険でカバーすることになっております。こうした仕組み

のもとで火災保険の約款においては、地震・津波等による被害については保険金を支払わない旨、明確

に規定されており、災害死亡保険金（生命保険）とは事情が異なるというふうに認識をいたしておりま

す。 

  ご存じのように、これは地震保険というのは国家が再保険をしておりますので、そういった意味でも

利用者保護の立場に立って、きちんとやっていけるというふうに私は認識をいたしております。 
 

【平成23年3月15日（火）閣議後記者会見】 

 

 

 

 

 

 

Ａ. 私の変わらぬ不動の信念として、こういうときこそ、やはり冷静沈着にマーケットを開け続けるとい

うことが大事だと思いまして、そういう意味でも、一寸たりとも動揺いたしておりません。確かに（株

価が） 初633 円下がって、その次が1,000 円下がって、1,648 円下がりましたが、しかし、確かウォ

ール・ストリート・ジャーナル・アジア、それからフィナンシャル・タイムズなどの海外メディアも、

日本経済そのものが持つ潜在力を高く評価してくれています。また、私は何回か申しましたけれども、

本当にお気の毒でございますが、何万人という方が命を落とされ、今も何十万人という方が被災してお

られますけれども、そのような中で災害のときに日本の社会が、秩序正しくきちんとやっていることを、

Ｑ：大臣は「株式市場を開け続ける」と明言されていましたが、昨日、参院議長の西岡さんとかは、

「一定期間、閉めるべきだ」みたいな発言もされていて、これはこの間のお考えにお変わりない

でしょうか。 

Ｑ： 保険のことなのですけれども、この被害、特に被災地の被害がどんどん分かってくる中で、株

式市場でも保険関係の株価は下落したりしています。 

  保険会社の経営とか、財務の健全性に対する懸念というのが高まっていると思うのですが、そ

れに対する影響をどういうふうにご覧になっているかということと、あとこれは阪神大震災以上

とも言われているのですけれども、保険金の支払い等がどのくらいになるかというような想定を

現時点でお持ちだったら教えてください。 

http://www.fsa.go.jp/common/conference/minister/2011a/20110315-1.html
http://www.fsa.go.jp/common/conference/index.html
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あらゆる海外のメディアが高く評価しております。そういった意味を含めて、日本社会が持つ地震災害

からの復興のための経験、知識、技術は高く評価されてしかるべきですし、また、今朝、開催された

G7 でも、「日本の経済と金融セクターの強靱性への信任を表明する」ということになったわけです。そ

ういった意味で、（株価も） 初の月曜日には、500円下がって、次に1,000円下がって、500円戻し、

一昨日はプラス 488 円になりました。また、緊急の G7、財務大臣・中央銀行総裁会議を開催しまして、

今、255 円戻しているということでございますから、金融庁としては、今後の市場の動向については高

い関心を持って、動揺することなく冷静に対処していきたいということは、私の強い決意です。 
 

【平成23年３月18日（金）閣議後記者会見】 

 

  

 

【３月の報道発表】 
 

3月1日 アクセス ばんせい山丸証券株式会社に対する行政処分について 

2日 アクセス 
IOSCO（証券監督者国際機構）による「『信用格付機関の活動に関する原則』の実施に係る報告

書」の公表について  

3日 アクセス 株式会社シニアコミュニケーション株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について 

8日 アクセス 銀行等による保険募集に関する関係者等からのヒアリングの開催について 

10日 アクセス 中小企業の会計に関する検討会ワーキンググループ（第２回）議事次第 

 アクセス CPSS・IOSCOによる市中協議報告書「金融市場インフラのための原則」の公表について 

11日 アクセス 平成23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震にかかる災害に対する金融上の措置について 

 アクセス 
「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」の施行に伴う関係政令・主務省令案

等の公表について 

 アクセス 中小企業向け為替デリバティブ取引状況（米ドル/円）に関する調査の結果について（速報値） 

13日 アクセス 自見金融担当大臣談話 

14日 アクセス 銀行等による保険募集に関する関係者等からのヒアリングの開催について（延期） 

16日 アクセス 
株式会社エヌジェーケー役員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定

について 

 アクセス 
株式会社ファミリーマート社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決

定について 

 アクセス 
ジェイオーグループホールディングス（株）との契約締結者からの情報受領者による内部者取引

に係る金融商品取引法違反審判事件の第２回審判期日開催について 

18日 アクセス 義援金等を装った詐欺にご注意！ 

 アクセス 

「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」、｢主要行等向けの総合的な監督指針｣及び｢中

小・地域金融機関向けの総合的な監督指針｣の一部改正（案）に対するパブリックコメントの結

果等について 

22日 アクセス 
平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震にかかる災害に対する金融上の措置の更なる周知徹

底等について 

23日 アクセス 
平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震にかかる災害等を踏まえた年度末金融の円滑化につ

いて 

 アクセス 
株式会社リンコーコーポレーションに係る有価証券報告書の虚偽記載に対する課徴金納付命令の

決定について 

http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110301-1.html
http://www.fsa.go.jp/inter/ios/20110302.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110303-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/hoken/20110308-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/20110310-1.html
http://www.fsa.go.jp/inter/ios/20110310.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110311-3.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/hoken/20110311-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110311-2.html
http://www.fsa.go.jp/common/conference/danwa/20110313-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/hoken/20110308-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110316-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110316-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110316-3.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/gienkin.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110318-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110322-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110323-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110323-1.html
http://www.fsa.go.jp/common/conference/minister/2011a/20110318-1.html
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24日 アクセス 自見金融担当大臣談話 

25日 アクセス 「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」の公表について 

 アクセス 
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令（案）」に対するパブリックコメントの結果につ

いて 

28日 アクセス 中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況について 

 アクセス 
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令（案）」の公

表について 

29日 アクセス 
「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を

改正する内閣府令（案）」等に対するパブリックコメントの結果等について 

 アクセス 
「事務ガイドライン（第三分冊：金融会社関係 13 指定信用情報機関関係）」の一部改正（案）

に対するパブリックコメントの結果について 

 アクセス 
「資産の流動化に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令（案）」に対するパブリック

コメントの結果等について 

 アクセス 
「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」及び「事務ガイドライン（第三分冊：金融会社

関係）」の一部改正について 

 アクセス 公認会計士の懲戒処分について 

 アクセス 公認会計士の懲戒処分について 

30日 アクセス 
「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査

に関する実施基準の改訂に関する意見書」の公表について 

31日 アクセス 

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令の一部を改正する

内閣府令等、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金

融監督に関する指針（コンサルティング機能の発揮にあたり金融機関が果たすべき具体的な役

割）（案）の公表について 

 アクセス 「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正（案）の公表について 

 アクセス 貸金業関係統計資料集の更新について 

 アクセス 
「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一

部改正（案）に対するパブリックコメントの結果等について 

 アクセス 「内部統制報告制度に関する事例集」の公表について 

 アクセス 「内部統制報告制度に関するＱ＆Ａ」の改訂について 

 アクセス 「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正（案）の公表について 

 アクセス 「バーゼルIIに関する追加Ｑ＆Ａ案」に対するパブリックコメントの結果等について 

 アクセス 
「前払式支払手段に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令（案）」に対するパブリックコ

メントの結果等について 

 アクセス 
「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令（案）」等に対するパブリックコメントの結果等

について 

 アクセス 
平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震にかかる災害等を踏まえた検査・監督・規制上の

対応について 

 アクセス 
「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令

（案）」等に対するパブリックコメントの結果等について 

 

 アクセス マークより公表ページを見ることができます。 

http://www.fsa.go.jp/common/conference/danwa/20110324-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110325-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110325-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110328-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110328-3.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110329-6.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110329-5.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110329-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110329-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110329-4.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110329-3.html
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/tosin/20110330.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110331-7.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110331-4.html
http://www.fsa.go.jp/status/kasikin/20110331/index.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110331-8.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110331-10.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110331-11.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/hoken/20110331-5.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110331-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/hoken/20110331-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/20110331-9.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110331-6.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110331-3.html
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【３月のアクセス数の多いページ】 
 

このコーナーは3月の「報道発表」から特にアクセス数の多かったページを掲載しています。 
なお、過去のアクセス数の多いページをご覧になりたい方は金融庁ウェブサイトのアクセス数の多いページ

（過去の情報等）にアクセスしてください。 

 

・資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧  

・金融庁が検査実施中の金融機関  

・平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震にかかる災害に対する金融上の措置について  

・中小企業等に対する金融円滑化対策について  

・免許・許可・登録等を受けている業者一覧  

・今般の震災についての金融庁・財務局・金融機関の対応状況  

・平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震にかかる災害等を踏まえた年度末金融の円滑化について  

・自見金融担当大臣談話（平成 23 年 3 月 13 日）  

・義援金等を装った詐欺にご注意！  

・「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」等の一部
改正（案）の公表について  

 

以上 

http://www.fsa.go.jp/common/pop_kako.html
http://www.fsa.go.jp/policy/prepaid/shohinken/ichiran.xls
http://www.fsa.go.jp/receipt/k_jyouhou/fsa.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110311-3.html
http://www.fsa.go.jp/policy/chusho/enkatu.html
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/jokyo.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110323-2.html
http://www.fsa.go.jp/common/conference/danwa/20110313-1.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/gienkin.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110228-2.html
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